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東松山市自治会連合会高坂丘陵支部規約 

  

（目的）  

第 １ 条   

この東松山市自治会連合会高坂丘陵支部は、丘陵地区自治会の相互に共通する事案につ 

いて、連絡協議し、丘陵地区住民の福祉及び親睦の増進と共に自主的防災組織の構築を図 

り、もって健全なる地域社会の形成を目的とする。 

 

（名称・委員・組織）  

第 ２ 条   

 １ この東松山市自治会連合会高坂丘陵支部(以下 会支部と称す)は、第２条２項の 10 

自治会を以って組織し、各自治会正副会長２名及び会支部推薦の見識者(10 自治会 

員)により構成し、東松山市自治会連合会高坂丘陵支部委員（以下 委員という）と 

する。 

 ２ 組織自治会 

桜山台北、桜山台南、白山・松風台、旗立台、桜山台東、四季の丘、エステ松風台、 

旗立台南、松風台、パークス松風台 

 

（事務所）  

第 ３ 条   

 この会支部の事務所は、支部長宅に置く。 

 

（事業）  

第 ４ 条    

この会支部は、第１条に規定する目的を達成するために、次の事業を行う。 

(１) 自治会相互の連絡を密にし、この会支部の円滑な運営を図る。 

（２）東松山市並びに関係行政機関と協議し、民意に反映に努める 

（３）その他目的達成のために必要な事項。 

 

（役員）  

第 ５ 条   

この会支部を運営するために委員の中から次の役員を置く。 

（１）支部長        １名     副支部長             数名 

（２）夏祭り実行委員会 

    委員長        １名     副委員長            数名 

（３）スポーツ健康推進委員会 

    委員長        １名     副委員長            数名 

（４）防災・防犯委員会 

    委員長        １名     副委員長          若干名 

（５）環境委員会 

    委員長        １名     副委員長         若干名 

（６）総務         １名     総務・書記副担当      １名 

（７）書記         １名 

（８）会計         １名     会計副担当(夏祭り特別会計) １名 

（９）監事         別途「会計監査規程」で定める 
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（役員の選任）  

第 ６ 条   

役員は、第２条の委員の互選による。 

 

（役員の任務）  

第 ７ 条  

 １ 支部長は、この会支部の会務を総理し、会議の議長となる。 

 ２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時または支部長より委嘱があった 

場合は、その職務を代行すると共に、目的達成のために必要な会支部の決定事項を 

執行する。 

 ３ 総務は、研修会の企画実行を担当この会支部の総会資料の作成、会支部の広報を執 

行する。 

 ４ 会計は、この会支部の会計の収支と夏祭りの特別会計の収支を行う。 

 ５ 書記は、この会支部の連絡、議事録の作成、庶務等の会務を執行する。 

 ６ 各委員会の委員長は、各委員会会務を執行する。 

 ７ 各副委員長、各副担当は、委員長、担当に事故ある時はその職務を代行する。 

 

（委員・役員の任期）  

第 ８ 条   

 １ 第２条の委員及び第５条の役員の任期は、第 12 条に定める総会の翌日から次の総会 

日までの１年間とする。 

 ２ 委員及び役員の再任は妨げない。但し、支部長は通算８期をもって期限とする。 

 ３ 補充によって選任された委員及び役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（顧問）  

第 ９ 条   

 １ 支部長が必要と認めたときは、会議に諮って顧問を委嘱することができる。 

 ２ 顧問は、重要な会務に関し支部長の顧問に応じ、会議に出席し意見を述べることが 

できる。ただし、顧問は評決に対し議決権をもたない。 

３ 各役員は、任期満了後 1 年間は、必要に応じ、顧問として後任役員を補佐する。 

 

（専門委員会）  

第 10 条   

 支部長が認めたときは、会議に諮って専門委員会を作ることができる。 

 

（会 議）  

第 11 条   

１ この会支部は、委員を構成員とした会議を設ける。会議は第１２条の総会付議事項 

  を除き、この会支部の会務執行に関するすべての事案について審議決定する。 

 ２ 会議は支部長が招集し、原則として２ケ月に一回定例会議を行うほか、支部長が必 

   要と認めたときは臨時に開催することができる。 

 

 （総 会） 

第 12 条   

 １ この会支部は、年１回通常総会を開催し、次の事項を付議しなければならない。 

   但し、非常変災等やむを得ない状況が生じ、総会を招集がする事ができない場合は、 

書面による審議の上、書面表決にて決議する事ができる。 

（１）支部規約の制定及び改廃に関すること。 

（２）授業計画及び予算に関すること。 
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（３）事業報告及び決算の認定に関すること。 

（４）役員の選任に関すること。 

（５）その他、本会支部運営につき重要と認められる事項。 

２ 支部長または委員の２/３以上が必要と認めたときは、臨時総会を招集及び開催 

することができる。 

 ３ 総会に当たっては、原則として開催日の７日前までに日時・場所・議題を告示し 

なければならない。 

 ４ 通常総会は、支部長が招集し議長を務める。 

  

（会長会議）  

第 13 条   

 １ この会支部は、各自治会長を構成とした会議を設け、特に協議を要する事項、及 

   び支部長が必要と認めかつ緊急を要する事項について審議することができる。 

２ 会長会議は、支部長が招集する。 

 

（評決）  

第 14 条   

１ 定例・臨時会議及び臨時総会は委員、通常総会は新旧委員並びに会長会議は会長 

  の各々過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意によって決する。 

 ２ 各委員等の出席は委任状に替えることが出来る。 

 ３ 書面表決における適用については、表決書面を提出した会員は会議に出席したも 

のとみなす。 

 

第 15 条   

  １ この会支部で必要とする経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充て 

る。 

 ２ 会費は年会費とし、一世帯当たり１００円とする。 

 ３ 事業を行うため、必要な臨時会費を徴収することができる。 

 ４ 会費は、各自治会において徴収し、会支部に一括納入する。 

 

（会計年度）  

第 16 条   

 この会支部の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

附 則  （改正箇所は下線表示） 

 

  この規約は、昭和６３年 ８ 月 １ 日から施行する。 

この規約は、平成 ３ 年 ２ 月２４日から施行する。 

この規約は、平成 ４ 年 ４ 月１９日から施行する。 

この規約は、平成 ７ 年 ３ 月２６日から施行する。 

この規約は、平成 ８ 年 ３ 月３０日から施行する。 

この規約は、平成 ９ 年 ３ 月２９日から施行する。 

この規約は、平成１０年 ３ 月２８日から施行する。 

この規約は、平成１２年 ４ 月 ９ 日から施行する。 

この規約は、平成２０年 ４ 月２０日から施行する。 

この規約は、平成２１年 ４ 月２６日から施行する。 

この規約は、平成２２年 ４ 月２９日から施行する。 

この規約は、平成２４年 ４ 月 １ 日から施行する。 

この規約は、平成２８年 ４ 月２３日から施行する。 

この規約は、平成３０年 ４ 月２９日から施行する。 
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この規約は、令和 ３ 年 ４ 月２４日から施行する。 

この規約は、令和 ４ 年 ４ 月２４日から施行する。 

   この規約は、令和 ５ 年 ４ 月２２日から施行する。 


